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（３）食鳥検査

 　ア　許可施設数

　　   食鳥検査制度が平成４年４月１日より施行となり、平成27年度末現在で、年度中の処理羽

　  数が３０万羽以下の認定小規模処理場は１１施設が許可を受けている。

食 鳥 処 理 事 業
許 可 施 設 数

法　　　　　　定

幡多中央東

0

認　　　　　　定

須崎中央西安芸

3

　　  １１施設における処理羽数は、ブロイラー、成鶏等で43,170羽であった。
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高知県食肉衛生検査所

平成27年度

内　　　訳基 準 に 適 合
し な か っ た 羽 数

3

全 部 廃 棄 一 部 廃 棄

 　イ　認定小規模食鳥処理場の処理状況

死亡獣畜
取 扱 場

基準に適合した羽数食鳥処理した羽数

安　　　　芸

32

43,170 42,671 499

中 　央　 東

　  合は許可が必要であるが、その許可施設数は２である。

＜化製場等施設及び動物の飼養施設の状況＞

保健所名

286 213

（４）化製場等関係施設数

魚介類・
鳥類の処
理・貯蔵
施 設
（第８条）

計

化 製 場

3

  　  県内の魚介類、鳥類の処理施設は３施設である。指定地域内で一定数以上の動物を飼育する場

合　　計 0

動 物 の 飼 養 又 は 収 容

幡　　　　多

中　 央　 西
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